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平成２３年 ８月１７日

青森河川国道事務所

岩木川水系渇水対策支部を『警戒体制』から
『注意体制』に移行

青森河川国道事務所では、岩木川の流況の悪化、目屋ダムの貯水量の減少による

利水者への影響が懸念されることから、７月２８日に岩木川水系渇水対策支部（注

意体制）を設置しており、目屋ダムの水位が最低水位を下回った８月５日には警戒

体制へ移行しておりました。

しかしながら、最近の降雨状況により目屋ダムの水位が上昇しており、また河川

環境及び利水者の取水状況の影響の悪化が改善されつつあることから、８月１７日

１１時４０分に警戒体制から注意体制に移行しました。

尚、引き続き河川流況の監視及び必要情報の収集等に努めます。

１．岩木川の流況（８月１７日 ９時現在）

・観 測 所 名 上岩木橋観測所

・５カ年平均渇水流量 ２．３１㎥／ｓ

・現在の流況 １．２４㎥／ｓ

※上岩木川橋観測所は、５カ年平均渇水流量を下回っており渇水状況にあります。

２．主なダムの貯水状況（８月１７日 ９時現在）

・目 屋 ダ ム 現在貯水位 １６３．８９ｍ

貯 水 率 ２４％

・浅瀬石川ダム 現在貯水位 １７５．０３ｍ

貯 水 率 ４１％

３．河川・ダム情報について（インターネット）

青森河川国道事務所 HP内

① トップページの「岩木川水系渇水対策支部 設置中」バナー

② 「かわ」の広場→岩木川→ライブカメラ・水位

にて提供中

http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/
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